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【論文】  

 

日本の大学図書館における障害学生支援の現状と課題  

                           

           松戸宏予・野口久美子・野口武悟  

 

1. はじめに 

1.1 英国の大学図書館の障害学生支援  

 

 日本が初等，中等教育の特別支援教育において参考にした国の一つに英国が挙

げられる。英国の大学図書館では，障害学生支援として，主に図書館支援担当と

他の図書館員がチームを組み，活字資料に代わる代替資料の提供・学習支援を

目的としたワークショップを行っている。これらはパートナーシップの精神を根

底としており，支援を支える要素としては，図書館内外の連携，土台となる法律

や体制などの支援環境整備，専門性を強化するための研修が挙げられる。また，

郊外に位置する大学では学生支援課と図書館との統合がなされ，総合大学では，

各単科大学以外にも総括担当の司書が配置されているなど，複数の支援形態の特

徴がみられた 1。 

また，英国の大学図書館において障害学生支援は，学習環境整備，人的支援，

間接支援の領域で行われていた 2。 

2014 年に現状についてのオンライン調査を行ったところ，実施されている支

援として上位に位置しているのは「健常学生より多い延長期間・回数」，「学生の

希望資料の取り置きサービス」であった（ともに 68.2％）。続いて「支援テクノ

ロジーソフトの更新」は 53.0％であった。一方，下位に位置しているのは，「読

書拡大器の用意」，「代替フォーマットの提供」が 24.2％，「個別のニーズに応じ

たワークショップ」は 18.2％であった 3。 

また，障害学生支援を支える一つに研修が挙げられる。前述した 2014 年の調

査では，回答者の 96％が，研修は「役立つ」または「非常に役立つ」と回答し

ていた。研修を通して，82％が特別なニーズがある学生に対する見方や対応が

変わったと回答していた。研修の内容は「特別な教育的ニーズに関する知識全般

(75.0％）」，「代替フォーマット（電子教科書など）具体的な情報(32.0％）」，

「学生の行動ふるまいにおける対処法(30.0％）」，「インクルージョンに関する

知識全般(33.0％）」などであった。研修の利用機関としては，主に「大学図書

館 研 究 会 (39.0 ％ ）」，「 大 学 図 書 館 で 受 け る オ ン ラ イ ン 研 修 (33.0 ％ ）」。

「JISCTechDis サイト(30.0％）」が活用されていた 4。英国では以上のような現

状が示されている。では，日本の大学図書館における障害学生支援は，どのよう

な状況にあるのか。 

 



『図書館綜合研究』no.22，2022.8. 

 

- 62 - 

 

1.2 法律・条約にみる障害者支援の整備 

 

本稿で大学図書館における障害学生への支援の現状を論じるにあたり，まず，

大学図書館の障害学生支援の背景を法律や条約から概観しておきたい。 

 インクルーシブ教育の理念を具体化した 2006 年の「障害者の権利に関する条

約」（障害者権利条約）第 24 条では，「障害者を包容するあらゆる段階の教育制

度及び生涯学習を確保する」こと 5等が明記された。日本においても，「発達障

害者支援法」（2005 年施行）を踏まえて，2007 年から小学校，中学校等におい

て「特別支援教育 6」が「学校教育法」に位置づけられた。従来の障害のほか発

達障害も特別支援教育の対象の概念となった。さらに，2010 年 9 月より，大学

入試センター試験の障害者特別措置の出願申請に「発達障害」が障害種別として

認められた。 

また，「障害者権利条約」を批准するために「障害を理由とする差別の解消の

推進に関する法律」（障害者差別解消法）が 2013 年に制定された（2016 年施行）。

同法では，合理的配慮の提供が国公立の学校は義務，私立学校は努力義務とされ

た。加えて，大学図書館も障害学生に対して合理的配慮を行うこととなった。 

その後，2019 年に「マラケシュ条約」や「視覚障害者等の読書環境の整備の

推進に関する法律」（読書バリアフリー法）が制定され，障害者支援の法的環境

は整備されつつある。 

 しかし，大学図書館関係者からは「図書館も外部委託が多く，専任の職員が減

ってきているため，ノウハウやモチベーションをどのように維持していくか」な

どの悩みが出されている 7。 

 高等教育において，2019 年度の障害学生は 37,647 名(1.17％)であった 8。た

だ，初等・中等教育と異なり，高等教育においては，学生が主体的に学校に支援

の申し出を行わなければ，「支援障害学生」として合理的配慮が受けられない状

況にある。障害学生 37,647 名のうち，支援障害学生の総数は 18,702 名であっ

た 9。 

 

1.3 日本の大学および大学図書館の調査  

 

では，大学図書館の支援はどのような状況にあるのか。日本学生支援機構によ

る「障害のある学生の修学支援に関する実態調査」では，図書館による支援の全

体像は読み取れないと原は指摘している 1 0。 

大学図書館に関わる調査を時系列で概観すると，2010 年に呑海・溝上が大学

図書館 515 館を対象に学習支援サービスの調査を行った。その中で身体障害学生

に対して修学支援サービスを行っている図書館は 30 館（5.8％），発達障害学生

に対しては 1 館（0.2％）であった 1 1。 

その後，障害者差別解消法の施行後，2018 年に文部科学省により調査が実施

された。全国の大学図書館を対象とした，支援に関連する質問紙調査である 1 2。

この調査は，障害のある学生の修学支援のために製作・提供された視覚障害者等
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用データ，データ制作運営体制などを主とする内容であった。しかし，結果の公

表は予定されておらず，概要はつかめていない（2021 年 2 月現在）。 

実践研究では『大学図書館研究』にみられるように，小特集として「図書館の

障害者サービス」について 5 本の論文が取り上げられていた 1 3。このうち，大学

図書館 3 館（北海道大学図書館，ルーテル学院大学図書館，立教大学図書館）が

それぞれに各大学の実践を紹介していた。このほか，植村と松原は立命館大学図

書館の資料の電子化を取り上げている 1 4。しかし，全国規模での概要は未だ把握

できていない。 

 このような状況を背景として，松戸は 2019 年に障害学生支援を業務に組み入

れている 11 大学図書館に対し，聞き取り調査を行った 1 5。11 大学図書館は 4 つ

の選定基準 1 6のうち 2 項目以上に該当していた。内訳は国立大学図書館が 5 館，

私立大学図書館が 6 館であった。 

国立大学図書館 5 館が属する大学のプロフィールについては，1 大学を除いた

4 大学は，学部に教育を設けていた。私立大学図書館が属する大学については，

1 大学を除いた 5 大学は宗教系の大学で，学部には社会福祉や教育を設けていた。 

この調査の結果，3 つの特徴と 2 つの課題が明らかになった 1 7。特徴としては，

①支援の第 1 段階では，学習体制の充実や資料の電子化など情報資源へのアクセ

スを目的としたものが行われていたことが挙げられる。これらの支援はイングラ

ンドの大学図書館の支援の第１段階と類似していた 1 8。②さらに，担当部署によ

る「資料の電子化」が主な障害学生支援として行われていたことも特徴として挙

げられる。その際，資料の電子化は，「できるところから」の視点で取り組まれ

ていた。③また，ホスピタリティを目的とした個別のニーズに応じた支援がなさ

れていたが，そのなかには図書館業務ではない支援も含まれていた。 

課題については，①担当部署によるチーム体制のなかでの業務のマニュアル化

の必要性，そして②個別のニーズに応じたワークショップなどの学習支援の推進

が挙がった。しかし，この結果は前述したように障害学生支援を業務に組み入れ

ている 11 大学図書館に限定されている。「障害者差別解消法」により，合理的配

慮の提供が国公立の学校は義務，私立学校は努力義務とされているが，全国的な

現状はいかなるものか。また，教育学部あるいは，社会福祉学部の有無，宗教系

大学であるかないかといった大学のプロフィールで，障害学生支援に差があるの

だろうか。 

 

1.4 研究の目的  

 

本研究の目的は，日本の大学図書館における障害学生支援の現状と課題を明ら

かにすることである。この目的を達成するため，研究課題を 4 つ設定する。 

(1)学習環境整備・人的支援・間接支援の各領域について，障害学生支援の実施

状況はどのようなものか。 

(2)11 大学のプロフィール 1 9に基づく属性によって日本の大学図書館における障

害学生支援の実施状況に差があるのか。属性は，国公立と私立の区分，教育ある
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いは社会福祉学部の有無，宗教系大学であるかないかで検定する。 

(3)障害学生支援を推進するうえでの課題は何か。 

(4)障害学生支援を行ううえで，研修はどのように捉えられているのか。 

なお，高等教育では一般に「学修」という用語が使われるが，本稿では学びの

支援の観点を強調して「学習」を使うこととした。また，文部科学省や独立行政

法人日本学生支援機構では「障害学生」という語が用いられている。本稿でも，

用例に倣って「障害学生」を用いる。 

 

2. 方法  

2.1 質問紙調査 

 

本研究では，日本の大学図書館における障害学生支援の現状と課題を明らかに

するため，質問紙調査を行った。  

 

2.1 .1   手続き 

 

対象 本研究は大学図書館を対象としている。ただし，平成 13 年度以降に大学

の再編統合 2 0が見られている。このため，大学数の流動性に鑑み，大学（または

大学図書館）が組織の意思決定で加盟している国立大学図書館協会の「会員一覧」

（95 図書館），公立大学協会図書館協議会の「加盟館概要」（93 図書館），私立

大学図書館協会の「加盟名簿」（東地区部会 421 図書館）と，私立大学通信教育

協会の「大学通信教育の現状（データ集）（56 大学）」を基にした（ともに 2020

年 4 月現在）。そして，以下の条件で大学につき 1 図書館となるよう調整を行っ

た。最終的に，460 大学図書館 (うち，国立 81 館， 公立 93 館，私立 286 館）

を対象とする。このような理由により, 大学図書館数と大学数とは一致していな

い。 

大学図書館の抽出基準 

① 各大学のサイトを閲覧し，学生募集を停止していることが判明した大学を除 

く。 

② 医学系の国立大学と国立大学が統合している場合は，2020 年 4 月 1 日現在， 

統合した大学の中央図書館（中央館）を対象とする。 

③ 同一大学で複数のキャンパスを有し，それぞれ図書館が設置されていた場合 

は，中央館のみを対象とする（同一大学であっても，名簿上ではキャンパス 

ごとに図書館が加盟している場合もあるため）。 

④ 通信制のみを有する大学の実態を把握するため、私立大学図書館協会の 

加盟名簿に掲載されていない通信制大学を追加した。 

属性に関する回答の扱い 結果として取り扱う属性については，回答者の回答に

依拠する。なお，学部・学科・コースに含む「教育」，「社会福祉」については以

下の①・②ような，さまざまな表記があることを筆者らが確認した。 
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① 「学部・学科・コース名等に「教育」，「社会福祉」が明記されている。 

② 学部・学科・コース名等に「教育」，「社会福祉」と明記されていない場合 

（「幼児教育」，「音楽教育」，「スポーツ教育」，「子ども」，「児童」，「総合福 

祉」，「健康福祉」など），カリキュラムや学部の方針を通して「教育」ある 

いは「社会福祉」を主目的として位置づけている学部・学科・コースを含 

める。 

③ 宗教系大学については，各大学のホームページにおける，建学の精神・理念

等に「宗教大学」と明記されている。 

依頼方法 依頼文書と質問紙（冊子形態）は各大学図書館の「図書館利用サービ

ス」を行っている課 2 1へ郵送した。 

回収方法 冊子形態（回答を記入した質問用紙を返信封筒に入れ返送）あるいは

電子形態（ウェブ入力）のいずれかを選択。 

調査時期 2020 年 7 月 10 日から 8 月 31 日（消印有効とした）。 

回収率 質問紙の回収状況は表 1 のとおりである。全体の回収率は 62.0％であ

り，大学の設置区分別 にみると，「国立」が 74.1 ％（うち，教育・社会福祉

学部 72.9％），「公立」が 61.3％ （うち，教育・社会福祉学部 100.0％），「私

立」が 55.6％（うち，教育・社会福祉学部 53.4％，宗教系大学 55.2％）の 回

収率であった。 

 

表 1 属性にみる質問紙の回収状況 

 

 

2.2  設問の構成   

2.2 .1   設問の観点 

 

 質問紙調査は，次の 6 つの領域で設計している。1）障害学生の類型，2)障害

学生支援の体制，3)支援の状況，4)相談・連携，5)障害学生支援に関する研修，

6)回答者の所属組織に関する属性である。なお，本稿においては，障害学生支

援の実施状況と属性による支援の差，課題を中心に取り上げるため，「4)相談・

連携」の領域，そして，他の 5 つの領域でも本稿の目的に合致していない設問は

除く。 
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2.2 .2  本稿で扱う設問の構成 

 

 表 2 は本稿で扱う 5 つの領域に関連した設問の構成を示したものである（詳細

については，本稿用に再編した質問票を参照）。  

 

(1)障害学生の類型 

 図書館員が最も対応したことがある障害学生の類型を明らかにするため，基本

設問として設定した。回答は 7 つの選択肢から１つ選択する。 

(2)障害学生支援の体制 

間接支援や学習環境整備の状況を明らかにするため，2 問設定した。①「障害

学生を支援する際の体制」，②「支援の環境整備」である。 

 

表 2 設問の構成  

 

 

① 「障害学生を支援する際の体制」では，5 項目設定した。回答は 3 件法で 1 

  つ選択する。 

② 「支援の環境整備」では，図書館における障害学生支援の環境整備の状況を 

  6 項目設定した。回答は 3 件法で 1 つ選択する。 

(3)支援の状況 

 人的支援の状況や課題を明らかにするため，2 問設定した。①「支援の状況」， 

 ②「支援を推進するうえでの課題」である。 

① 「支援の状況」では，16 項目設定し，実施頻度を尋ねた。回答は 4 件法で 1 

つ選択する。ただし，16 項目目は「個別のニーズに応じた対応」具体例の 

記述とする。 

② 「支援を推進するうえでの課題」では，8 項目設定し，該当度合を尋ねた。 

回答は 4 件法で 1 つ選択する。ただし，8 項目目は 1 項目から 7 項目以外 

でみられた「問題事例」を記述してもらう。 



『図書館綜合研究』no.22，2022.8. 

 

- 67 - 

 

(4)障害学生支援に関する研修 

  現在の支援の状況に対して，研修がどのように捉えられているのかを明らか

にするため 5 問設定した。①研修の参加頻度，②研修未参加の理由，③参加した

ことのある研修の主催者，④研修の内容，⑤研修の評価である。 

①  研修の参加頻度では，4 件法で 1 つ選択する。 

②  研修未参加の理由では，上記の「研修の参加頻度」で「まったくない」と

選択回答したものを対象として 1 項目設定した。回答は 6 つの選択肢から 1

つ選択する。 

③  参加したことのある研修の主催者では，回答は 6 つの選択肢から 1 つ選択

する。 

④ 研修の内容では，7 つの選択肢から 2 つ以内を選択する。2 つ以内とした理 

由は研修の内容の主な傾向をみるためである。 

⑤ 研修の評価では，3 項目設定した。a「研修の役立ち度」，b「研修を通した 

障害学生に対する見方や対応方法の変化」，c「障害学生に対する見方や対 

応方法の具体例」である。上記 a と b の回答は 4 件法で 1 つ選択する。c 

は自由記述とする。 

(5)回答者の所属組織に関する属性ほか 

属性により障害学生支援に差がみられるのかを明らかにするため，「大学の形

態」として 1 問設定した。 

「大学の形態」では 3 項目設定した。a「国公私立の区分」，b「教育学部ある

いは，社会福祉学部の有無」，c「宗教系大学であるかないか」である。上記 a の

回答は 3 つの選択肢から 1 つ選択する。b と c の回答は 2 つの選択肢から 1 つ選

択する。 

 最後に，障害学生支援に関して自由記述の欄を設けた。この記述は回答者の任

意による。 

 

2.3 支援内容の分析の観点と内容項目の例 

 

表 3 は支援内容を分析するための観点を示したものである。この分析の観点で

は，松戸によるイングランドの大学図書館ウェブサイトの分析結果 2 2とイングラ

ンドのオンライン調査で用いた分析の観点 2 3を援用する。 

支援の観点にあたる領域は学習環境整備，人的支援，間接支援で構成される。 

ただし，援用した支援の領域はイングランドの大学図書館調査の結果に由来し

ている。このため，日本の大学図書館のサービスと一部異なるものがあった。 

例えば，イングランドの大学図書館ウェブサイトの分析結果 2 4では「支援テク

ノロジーの提供」を１つの領域としていた。それは，さまざまな支援テクノロジ

ーソフトが提供されていたからである。しかし，日本の場合，通常業務に障害学

生支援を組み込んでいる 11 大学図書館に聞き取り調査を行った際，支援内容が

全般にわたった。そのため，支援テクノロジー関連の提供は学習環境整備に含め

た 2 5。 
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 なお，人的支援で用いる「ホスピタリティ」という用語については「利用者の

個の自立を前提としたうえで，利用者の顕在的・潜在的なニーズに図書館員が工

夫や配慮で応えていく」と定義する。「ホスピタリティ」の特徴は「合理的配慮」

である。支援内容の具体例はさまざまなケースがあるため，「障害の特性により，

個別のニーズに応じた対応」に関連したデータを抽出する。 

 

表 3 支援内容の分析の観点  

 

 

2.4 分析手順 

2.4.1 研究課題(1)  

 

研究課題(1)では学習環境整備・人的支援・間接支援の各領域について，障害

観点 目的 特徴 支援内容の例

エレベーター・スロープなど

拡大読書器の設置

音声読書器の設置

学習室の設置

リーディングトラッカーなど

読みあげソフトなど

資料の電子化

対面朗読

アクセシブルな資料の借受・収集

複写の補助・代行

人的支援 資料の取り置き

検索の補助・代行

 障害特性に配慮したレファレンス

マンガや写真・図解が多い資料の選択・収
集

ホスピタリ
ティ

合理的配慮 個別のニーズに応じた対応

教職員・障害学生に機器の使い方の提示

障害学生向けに図書館利用のオリエンテー
ションや講習会の企画・実施

障害学生向けの学習支援に関するワーク
ショップの企画・実施

通常業務の工
夫・専門性

視覚・聴覚障がい者向けに事前資料
作成配布

筆談・手話対応

郵送貸出

学習体制の
充実

合理的配慮
サイトやパンフレットなど障害学生支援の
広報

予算化

障害学生支援の指針策定

電子化のみのマニュアル作成

業務マニュアル作成

情報資源への
アクセス

合理的配慮

通常業務の
工夫

通常業務の
工夫・専門性

合理的配慮

図書館利用者教
育

合理的配慮

学習環境整
備

間接支援

学習体制の
充実

主体的な
学習者の育成

学習体制の
充実

円滑な業務 通常業務の工夫
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学生支援の実施状況を明らかにする。このため，分析では以下の手順で単純集計

と検定を行う。 

①学習環境整備では「環境整備」の回答データを対象に「整えていない」，「検討

中」，「整えている」の各回答数と割合を算出する。 

②人的支援では「支援の状況」の回答データを対象に「行っていない」と「行っ

ている」の群に分けて各回答数と割合を算出する。「行っている」群では，回答

の「ごくわずか・多少・かなり行っている」を合算して実施の割合を算出する。 

③間接支援では「障害学生を支援する際の体制」の回答データを対象に「整えて

いない」，「検討中」，「整えている」の各回答数と割合を算出する。 

 

2.4.2 研究課題(2) 

 

 研究課題(2)では，①国公立と私立の区分，②教育あるいは社会福祉学部の有

無，③宗教系大学であるかないかが障害学生支援の実施状況に影響しているかを

明らかにする。このため，検定では，①国公立と私立を 2 群として，上記の学習

環境整備，人的支援，間接支援の各データを用いて，各中央値の差を検定する

（マン・ホイットニーの U 検定）。②教育あるいは社会福祉学部の有無群，③宗

教系大学の有無群についても同様の検定を行う。 

 

2.4.3 研究課題(3) 

 

 研究課題(3)では，障害学生支援を推進するうえでの課題を明らかにする。こ

のため，①量的分析では課題に関する単純集計を行う。②課題を掘り下げるため，

自由記述をもとに質的分析を行い，課題背景の流れ（過程）にも着目する。 

① 単純集計では，障害学生支援を推進するうえでの課題と研修の評価の割合を 

算出する。「障害学生支援を推進するうえでの課題（3 件法）」の回答「多 

少・かなりあてはまる」を合算したうえで「課題」の割合を算出する。 

② 文脈の分析作業では，質的分析の考え方を援用している。データをコーディ 

ング（一定の方法で分類しながら,まとめていく作業）していくことで,何 

が課題なのか，課題に対する認識の変容を明らかにする。その際，概念間 

の関係や変容のプロセスについては意味解釈を用いて検討する。 

a.  データは，質問項目の「問 5 支援の課題（8）に関する自由記述」，「問 7 研 

修に参加しない理由の「6.その他」の記述」，「問 11 障害学生支援に関する 

自由記述」の回答をもとにする。 

b. データから概念を抽出する際に，障害学生支援を行ううえで，認識の変化を 

促す要因に焦点を当てる。分析テーマ（コーディングするための着眼点）を 

定める。 

c. データから抽出した文脈をヴァリエーションとして記録し 1 つの概念にまと 

めていく。その際，本研究においては「資料 1 補助分析表」を用いる（付録 

参照）。 
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d. 概念の生成と並行して，概念間の相互の関係を整理するため，変容の流れを 

図という形で可視化していく。これは，障害学生支援を行う際の認識の変化 

を促す要因（課題）を明らかにしていくための作業となる。 

e. 図の修正を重ねながら，どの概念が，あるいはカテゴリーが障害学生支援を 

行ううえで認識の変化を促す核（コア概念あるいはコアカテゴリー，本稿で 

は課題）になるのかを検討していく。 

f. 結果は結果図とストーリーラインで表す。 

 

2.4.4 研究課題(4) 

 

 研究課題(4)では，障害学生支援を行ううえで，研修がどのように捉えられて

いるのかを明らかにする。このため，①研修の参加頻度，②研修未参加の理由，

③研修の主催者，④研修の内容，⑤研修の評価については単純集計で数値と比率

を算出する。 

 また，課題に関連して研修の評価「役立ち度」と「見方や対応方法の変化」の

相関を確認する。 

 

 

3.  結果  

 

大学図書館 460 館を対象に調査票を送付した。そのうち，285 館から回答があ

り，内訳では，国公立大学 117 館（うち，教育学部あるいは社会福祉学部 63 館），

私立大学 159 館（うち，教育学部あるいは社会福祉学部 79 館，宗教系大学 32

館）であった。ただし，うち 2 館は無回答のため 283 館の回答をもとに結果を述

べる。 

 

3.1 障害学生支援の実施状況と属性による支援の差 

 

表 4 図書館員が最も対応したことがある障害学生の障害の内訳  

                    n=209 
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まず，基本データとして，図書館員が最も対応したことがある障害学生は「肢

体不自由」91 件（43.5％），「発達障害」48 件（23.0％），「視覚障害」31 件

（14.8％），「聴覚・言語障害」23 件（11.0％）で 9 割を占めていた（表 4 参

照）。この回答を踏まえて研究課題１にあたる障害学生支援の実施状況について

結果を述べる。併せて，研究課題 2 にあたる，属性による支援の差についての結

果も述べる。なお，割合の数値は各支援項目に対する回答数を度数で算出してい

る。 

 

3.1.1 学習環境整備 

 

表 5 学習環境整備における実施状況と属性による検定の結果 

  

* p<.05  ** p<.01 

表 5 は「学習環境整備における実施状況と属性による検定の結果」を示したも

のである。 

 

（1）学習環境整備における実施状況 

 障害学生支援の実施の割合として，学習環境整備の観点では，「エレベータ

ー・スロープなど」207 館（76.1％），「拡大読書器の設置」64 館（24.5％）で

あった。しかし，「リーディングトラッカーなど」26 館（10.1％, n=257）や

「読みあげソフト」26 館（10.1％，n=265）など，下位 4 項目の実施率は 10％

以下であった。 

（2）属性による支援の差 

①国公立大学図書館群と私立大学図書館群 

 国公立大学図書館群と私立大学図書館群との間で，中央値に有意な差がみられ

たのは 2 項目であった。１％水準で有意な差がみられたのは「エレベーター・ス

ロープなど」（U =7331，p < .01)であった。5％水準で有意な差がみられたの

は「拡大読書器の設置」（U =7001，p < .05)であった。 

②教育学部や社会福祉学部設置の大学図書館の有無群 

 教育学部や社会福祉学部が設置されている大学図書館群と設置されていない大
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学図書館群との間で，中央値に有意な差がみられたのは 5 項目であった。 

 １％水準で有意な差がみられたのは「拡大読書器の設置」（ U =5980 ， p 

< .01)，「リーディングトラッカーなど」（U =7047，p < .01)であった。5％水

準で有意な差がみられたのは「エレベーター・スロープなど」（ U =7854， p 

< .05)，「学習室の設置」（U =7684，p < .05)，「音声読書機の設置」（U = 

8320, p <.05）」であった。 

③宗教系大学図書館の有無群 

 宗教系の大学図書館群と非宗教系の大学図書館群との間で，１％水準で中央

値に有意な差がみられたのは 3 項目であった。「拡大読書器の設置」（U =2493， 

p < .01)，「音声読書器の設置」（U =3219，p < .01)，「読み上げソフトな

ど」（U =2653，p < .01)であった。 

 

3 .1 .2 人的支援  

 

 表 6 は「人的支援における実施状況と属性による検定の結果」を示したもので

ある。 

 

表 6 人的支援における実施状況と属性による検定の結果  * p<.05  ** p<.01 
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（1）人的支援における実施状況 

人的支援については，次の 7 項目が約 3 割から 4 割で実施されていた。「個別

の ニ ー ズ に 応 じ た 対 応 」 123 館 （ 44.3 ％ ），「 検 索 の 補 助 ・ 代 行 」 102 館

（36.7％），「マンガや写真・図解が多い資料の選択・収集」81 館（30.2％），

「障害特性に配慮したレファレンス」82 館（29.7％），「筆談・手話対応」81 館

（29.2％），「機器の使い方の提示」80 館（28.8％）「複写の補助・代行」78 館

（28.1％）であった。 

（2）属性による支援の差 

①国公立大学図書館群と私立大学図書館群 

 国公立大学図書館群と私立大学図書館群との間で，中央値に有意な差がみられ

たのは 5 項目であった。 

１％水準で有意な差がみられたのは「検索の補助・代行」（ U =6807 ， p 

< .01)，「障害特性に配慮したレファレンス」（U =7369，p < .01)，「複写の補

助・代行」（U =7786，p < .01)であった。 

5％水準で有意な差がみられたのは「個別のニーズに応じた対応」（U =7780，

p < .05)，「筆記・手話対応」（U = 7988, p <.05）であった。 

②教育学部や社会福祉学部設置の大学図書館の有無群 

 教育学部や社会福祉学部が設置されている大学図書館群と設置されていない大

学図書館群との間で，中央値に有意な差がみられたのは 9 項目であった。 

 １％水準で有意な差がみられた主な項目は「個別のニーズに応じた対応」（ U 

=7639，p < .01)，「障害特性に配慮したレファレンス」（U =7930，p < .01)，

「アクセシブルな資料の借受・収集」（U =6980，p < .01)，「資料の電子化」

（U =8251，p < .01)，「オリエンテーション事前資料作成・配布」（U =8567，

p < .01)などであった。 

5％水準で有意な差がみられたのは「郵送貸出」（U =8630，p < .05)，「複写

の補助・代行」（U =8250，p < .05) であった。 

③宗教系大学図書館の有無群 

 宗教系の大学図書館群と非宗教系の大学図書館群との間で，中央値に有意な差

がみられたのは 11 項目であった。 

 １％水準で有意な差がみられた主な項目は「個別のニーズに応じた対応」（ U 

=2051，p < .01)，「マンガや写真・図解が多い資料の選択・収集」（U =2663，

p < .01)，「障害特性に配慮したレファレンス」（U =2772，p < .01)，「アクセ

シブルな資料の借受・収集」（U =2663，p < .01)，「オリエンテーション事前

資料作成・配布」（U =3150，p < .01)などが挙げられた。 

5％水準で有意な差がみられたのは「資料の取り置き」（U =2835，p < .05)，

「オリエンテーションや講習会の企画・実施」（U =3296，p < .05)，「対面朗

読」（U =3540，p < .05)であった。 
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3.1.3 間接支援 

 

  表 7 は「間接支援における実施状況と属性による検定の結果」を示したもので

ある。 

 「障害学生支援の指針策定」35 館（13.3％），「障害学生支援の広報」19 館

（6.7％），「業務マニュアルの作成」11 館（4.2％），「電子化のみのマニュアル

作成」9 館（3.5％），「予算化」6 館（2.3％）であり，どれも 1 割もしくは 1 割

以下の実施であった。 

 間接支援については属性による支援の差はみられなかった。具体的には，国公

立大学図書館・私立大学図書館との間，教育学部や社会福祉学部が設けられてい

る大学図書館と設けられていない大学図書館との間，そして，宗教系の大学図書

館と非宗教系の大学図書館との間では間接支援の差がみられなかった。つまり，

間接支援では属性に関らず状況に相違はなかった。 

 

表 7 間接支援における実施状況と属性による検定の結果 

 

 

3 .2 障害学生支援を推進するうえでの課題 

 

 表 8 は「支援を推進するうえでの課題」を示したものである。 

 「何を支援してよいのかわからない」161 館（58.5％），「職員数の減少」153

館（55.5％），「図書館以外の部署との連携の弱さ」150 館（54.2％），「他の業

務も兼任」140 館（50.6％），「予算の減少」118 館（42.6％），「3～5 年周期職

員の異動」81 館（29.3％），「支援に対する関心の低さ」75 館(27.0％)であっ

た。 

 

 

 

 

 

支援体制項目  

順
位

（間接支援） 回答数 ％ N U値 P U値 P U値 P

1 障害学生支援の指針策定 35 13.3 263 7836 n.s. 8282 n.s. 3223 n.s.

2 障害学生支援の広報 19 6.7 257 7808.5 n.s. 7583 n.s. 2733 n.s.

3 業務マニュアルの作成 11 4.2 264 7645.5 n.s. 8375 n.s. 3132 n.s.

4
電子化のみのマニュアル作
成

9 3.5 254 7565.5 n.s. 7519 n.s. 2725 n.s.

5 予算化 6 2.3 259 7858 n.s. 7732 n.s. 2805 n.s.

整えている 国公立・私立
教育・社会福祉
学部の有無

 宗教系大学の
 有無
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表 8 障害学生支援の推進の課題                * p<.05 

 

 

3 .2 .1 支援を推進するうえでの課題の背景 

 

 

図 1 支援を推進するうえでの課題の背景 

  

図１は「支援を推進するうえでの課題の背景」を示したものである。障害学生

に対して「対応する意思はある」ものの，該当学生が図書館に来館しない，該当

学生が＜いない＞あるいは，＜少ない＞という「存在が見えにくい障害学生」と

いう現状があった。これは，＜学生の申請なし＞あるいは，＜他部署からの情報

なし＞といった障害学生に対する「情報把握の難しさ」が背景にあった。 

「存在が見えにくい障害学生」ゆえ，＜その都度の個別対応＞がなされていた。

個別のニーズに応じた対応のため，「マニュアル化のしにくさ」という問題があ

った。また，＜少数だから対応可＞といった状況であり，「喫緊の事案とされに

N 国公立 ・私立

順
位

回答数 　％ 　U値 P U値 P U値 P

1
何を支援してよいのか
分からない

161 58.5 275 7817 8563 3236

2 職員数の減少 153 55.5 278 9007 8502 3828

3
図書館以外の部署との
連携の弱さ

150 54.2 269 8583 8875 3569

4 他の業務も兼任 140 50.6 276 8887 9302 3622

5 予算の減少 118 42.6 260 7783 * 8277 3696

6 3～5年周期職員の異動 81 29.3 276 7800 * 8269 3752

7 支援に対する関心の低さ 75 27.0 277 7731 * 8982 3450

 あてはまる
教育・社会福
祉学部の有無

  宗教系大学の
  有無支援を推進するうえでの

課題項目

正規職員
の少なさ

対応する
意思は
ある

情報把握の
難しさ

＜学生の申請な
し＞

＜他部署からの
情報なし＞

＜いない＞
＜少ない＞

存在が見えにく
い障害学生

その都度の
個別対応

進展しない学習環
境・体制づくり

＜マンパワーと
予算＞
＜正規職員の

少なさ＞

喫緊の事案と
されにくい

マニュアル化の
しにくさ

少数だから対応可

支援したくても
むずかしい

＜支援したくても余裕
がない＞

＜必要性が理解され
ない＞
＜対応の線引き＞

知りたい
他大学の
事例

相互に影響を及ぼす方向

認識に影響を及ぼす方向

ゴシック体 カテゴリー ＜ ＞概念

認識の変化を促す要因プロセス
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くい」ことから，＜マンパワーと予算＞の不足，あるいは，＜正規職員の少なさ

＞により，「進展しない学習環境・体制づくり」という実情が浮かび上がった。 

そして，＜支援したくても余裕がない＞，支援に対する＜必要性が理解されな

い＞，支援を申し出た学生と，配慮が不可欠だが申し出がない学生との＜対応の

線引き＞などから，「支援は難しい」という図書館もあった。 

 一方で，障害学生支援は＜喫緊の事案とされにくい＞が，今後の支援を想定し

て，＜知りたい他大学の事例＞を求める図書館もあった。これに関して，英国で

は研修が障害学生支援に有効な手段として捉えられていた 2 6 , 2 7が，日本ではどう

みるべきか。 

 

3.2 .2 研修の活用状況 

 

表 9 は「研修の活用状況」を示している。以下，研修参加の頻度，研修に参加

していない理由，研修内容，研修の評価（役立ちと，見方や対応の変化）につい

て，結果を述べる。 

(1) 研修参加の頻度 

 研修参加の頻度は「まったくない」143 館（52.6％），「2～3 年に 1 回」74 館

（27.2％），「1 年に 1 回」47 館（17.3％），「1 年に 2 回以上」8 館（2.9％）で

あった。 

(2) 研修への参加がない理由 

 研修参加が「まったくない」と回答した 143 館を対象に理由を尋ねたところ，

「障害学生支援に関するテーマがあまりない」70 館（49.0％），「発想がなかっ

た」21 館（14.7％），「職員数が少なく職場を離れられない」18 館（12.6％），

「その他」17 館（11.9％），「参加する時間を作れない」11 館（7.7％），「正規

職員ではないため」6 館（4.2％）であった。 

(3) 研修の主催者 

  一方，研修に参加していると回答した 129 館を対象に「研修の主催者」につ

いて 2 つ以内の複 数回答で 尋ねたと ころ，「所 属大学の 学内研修 」 66 館

（51.6％），「国立・公立・私立大学図書館協会の協議会」24 館（18.8％），

「国立国会図書館」と「その他」は，ともに 16 館（12.5％），「日本図書館協会」

6 館（4.7％）であった。 

(4) 研修内容 

受講した研修内容について 2 つ以内の複数回答で尋ねたところ，「資料の電子

化の作業手順」13 館（59.1％），「他大学の実践報告」6 館（27.3％），次の 3

項目「読書バリアフリー法などに関する具体的な情報」，「発達障害など障害に

関する知識全般」，「インクルージョンに関する知識全般」は，ともに 1 館

（4.5％）であった。 

(5) 研修の役立度 

 研修が役に立ったかについては，「多少あてはまる」72 館（54.5％），「かな

りあてはまる」55 館（41.7％），「あまりあてはまらない」5 館（3.8％）であっ
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た。 

表 9 研修の活用状況  

 

各設問のサンプル（標本）n は、各設問に対して得られた回答数にもとづく。 

 

 (6) 障害学生に対する見方や対応の変化 

研修を通して障害学生に対する見方や対応が変わったかについては，「かなり

あてはまる」81 館（62.8％），「あまりあてはまらない」28 館（21.7％），「多少

あてはまる」19 館（14.7％），「まったくあてはまらない」1 館（0.8％）であっ

た。そして，「役立った」と「研修を通して障害学生に対する見方や対応方法が

変わった」との間に 1％水準で弱い相関がみられた（ｒ＝.395）。 

 

4. 考察  

4.1 障害学生支援の実施状況 
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4.1 .1 学習環境整備・間接支援 

(1)  実施状況とその背景 

① 学習環境整備 

 英国の場合，大学図書館の障害学生に対する支援形成過程の第 1 段階では，学

生の目に見える支援として「学習環境整備」を行っていた。エレベーターの設置，

自動調整の机の設置，拡大読書器，ライティングスロープ（書見台），人間工学

に基づいた照明の整備などである 2 8。また，間接支援として図書館員に対する研

修も第１ステージから開始されていた 2 9。 

 一方，日本の場合，調査した大学図書館の障害学生支援の実施状況をみると，

学習環境整備ではエレベーターなどは約 8 割，拡大読書器は約 3 割が整えられて

いたものの，6 項目中 4 項目は 8 割以上の大学図書館で未整備であった。 

 エレベーターなどの設置においては，国公立大学が私立大学を上回っていた。

国公立の場合，「障害者差別解消法」により，合理的配慮が義務づけられている

ことが背景にある。 

ただし，学習環境整備はエレベーターのみならず，学習するうえでの補助具の

設置も含む。 

例えば，リーディングトラッカーは行の読み違いを防ぐ読書補助具である。定

規のような形であるが，読みたい行を中心行と捉えた場合，中心行のみ色付きの

セルで文字を追える。市販されているものもあるが色付きのクリアファイルを用

いて作成することもできる。しかし，大学図書館の約 9 割において「リーディン

グトラッカーなどの補助具の館内貸出」が未整備であった。1 つの事例ではある

が，北海道大学附属図書館 3 0では，リーディングトラッカーの貸出しを行ってい

ることは参考になる。 

② 間接支援 

 間接支援においても 8 割以上の大学図書館で，5 項目すべてが未実施であった。

4.2.1 でも後述するが，研修においても，研修への参加が「まったくない」と回

答した大学が 143 館（52.6％）あった。今後，学習体制の充実が期待される。 

例えば，利用者が求める資料の電子版が国立国会図書館に所蔵されていた場合，

国立国会図書館の「視覚障害者等用データ送信サービス」を利用することが可能

である。このサービスを利用する際には，国立国会図書館の諸条件を確認して申

請手続きを行い，大学図書館として登録する必要がある。登録すると，国立国会

図書館が製作した学術文献録音図書デイジーデータ等と，他の大学図書館等が製

作し国立国会図書館が収集した視覚障害者等用データ（音声デイジーデータ，点

字データ等）を，インターネット経由で受信できる 3 1。このように図書館員の意

識と工夫があれば「学習環境整備」や「間接支援」も可能となる。 

（2）属性による支援の差 

 「表 5 学習環境整備における実施状況と属性による検定の結果」から，3 つ

の属性（国公立・私立の区分，教育・社会福祉学部の有無，宗教系大学であるか

ないか）のなかでは，教育・社会福祉学部がある大学図書館群が，支援 6 項目の

うち 5 項目に 1％水準と 5％水準で中央値に有意な差がみられた（国公立・私立



『図書館綜合研究』no.22，2022.8. 

 

- 79 - 

 

の区分では 2 項目，宗教系・非宗教系の区分では 3 項目それぞれに有意な差がみ

られた）。 

 つまり，教育学部，あるいは社会福祉学部設置の大学図書群は他の 2 つの属性

と比べると支援項目の数では 2～3 倍，支援がより行われていたことになる。な

ぜ，教育学部あるいは社会福祉学部設置の大学図書館群が，学習環境整備におい

てより支援がなされていたのか。 

① 障害学生が所属する学科 

 学習環境整備の目的は学習体制の充実であり，その特徴は合理的配慮である。

しかし，教育学部や社会福祉学部に在籍する障害学生が図書館を利用した結果と

して，学習体制が充実されていったのかについては明らかではない。 

 独立行政法人日本学生支援によれば，2019 年度において学科に在籍する障害

学生（33,683 名）人数は，社会科学 7,486 名（22.2％），人文科学 6,893 名

（ 20.5 ％），工学 5,078 名（ 15.1 ％），保健（医・歯学を除く） 3,182 名

（9.4％），教育 2,396 名（7.1％），芸術 2,049 名（6.1％）(後略)であった 3 2。 

 障害学生の学科在籍における割合をみる限り，教育学部や社会福祉学部に在籍

する障害学生数と学習環境整備と，上記の割合構成比はつながらない。 

 ただ，2021 年度に行った聞き取り調査 3 3のなかで，社会福祉学部を有する大

学図書館員より「集まる学生のキャラクター構成は学部によって異なり，その学

部にもし障害者がいれば、やり方は変わっていく 3 4」という意見が出されている。

「教育学部であれば，教育の中で障害者の扱いがあり，当然やり方も変わってい

く」という発言は興味深い。  

 一方で，「学生が存在することで職員も，社会福祉学部がない大学でも，やは

り対応に必要に迫られる場合もある。意識の高い大学は，その該当する学部がな

くても，宗教系の大学ではなくてもきちんと対応する 3 5」という発言もあった。 

 

4.1.2 人的支援 

 

（1）実施状況とその背景 

  人的支援については，英国の場合，支援形成過程の第１段階では延長貸出，

資料の取り置き，ソフト提供など，できることから着手していた。そして，第 3

段階になるにつれ，インクルージョンを具現化した支援がなされていった。つま

り，個のニーズに応じたワークショップや個別支援が行われていったのである 3 6。 

 一方，今回調査した日本の大学図書館の場合，支援形成段階の初期であっても，

障害学生の個別のニーズに応じた支援（44.3％）が，資料の電子化（11.0％)を

上回っていた。検索の補助・代行などに関しては約 3 割の図書館が実施しており，

英国とは異なる結果となった。この点については，「3.2.2 支援を推進するうえ

での課題の背景」の結果として，障害学生への個別のニーズに応じた対応は，

「存在が見えにくい障害学生」ゆえ，＜その都度の対応＞であり，＜少数だから

対応可＞であったことが挙がっている。しかし，在籍している障害学生が年々漸

増傾向 3 7にある状況のなか，＜その都度の対応＞では，支援に限界がくるのでは
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ないかと筆者らは危惧する。 

（2）属性にみる支援の差 

 私立大学図書館群は国公立大学図書館群と比べると，支援項目 15 項目のうち

5 項目でより支援を行っていた。 

 また，教育学部や社会福祉学部が設置されている大学図書館群は，設置されて

いない大学図書館群と比べると，支援項目 15 項目のうち 9 項目でより支援を行

っていた。 

 特に，宗教系の大学図書館群は非宗教系の大学図書館群と比べると，支援項目

15 項目のうち 11 項目でより支援を行っていた。 

①共通してより支援が行われていた項目 

 このうち，私立大学図書館群，教育学部や社会福祉学部が設置されている大学

図書館群，宗教系大学図書館群で共通してより支援が行われていた項目は次の 4

つであった。「個別のニーズに応じた対応」，「障害特性に配慮したレファレンス」，

「複写の補助・代行」，「筆談・手話対応」である。 

 「表 3 支援内容の分析の観点」と照らし合わせてみると「個別のニーズに応じ

た対応」の目的はホスピタリティであり，その特徴は合理的配慮である。次に，

「障害特性に配慮したレファレンス」や「複写の補助・代行」の目的は情報資源

へのアクセスであり，特徴は通常業務の工夫である。特に「障害特性に配慮した

レファレンス」には，司書としての専門性も加わる。そして，「筆談・手話対応」

の目的は学習体制の充実であり，特徴は合理的配慮である。つまり，通常業務や

合理的配慮にあたる支援は，図書館職員の意識と工夫があれば実践できるもので

あった。 

② 支援の差がみられなかった項目 

 すべての属性の間において支援の差がみられなかった項目は，「教職員・障害

学生に機器の使い方の提示」（実施率 28.8％），「学習支援ワークショップ」（実

施率 5.1％）であった。 

 また，国公立大学群と私立大学群との間，教育学部や社会福祉学部設置の有無

群との間において支援の差がみられなかった項目は，「オリエンテーションや講

習会の企画・実施」（実施率 6.2％），「対面朗読」（実施率 4.7％）であった。 

 このうち，「教職員・障害学生に機器の使い方の提示」，「オリエンテーション

や講習会の企画・実施」，「学習支援ワークショップ」の目的は学習体制の充実で

あり，その特徴は図書館利用者教育である。「存在が見えにくい障害学生」であ

るため，ワークショップの依頼も障害学生からあまり出てこないのかもしれない。 

 しかし，図書館利用者教育に関連する支援はすべての学生が生涯学習者として

成長していくうえで欠かせない。これらの支援の実践は今後の課題となる。 

③宗教系大学図書館にみる支援 

今回の調査結果からは，宗教系大学図書館は非宗教系大学図書館と比べると，

人的支援においては 15 項目中 11 項目で中央値に有意な差がみられた。つまり，

より支援が実施されていたのである（表 6 人的支援における実施状況と属性によ

る検定の結果参照）。担当者の支援の根底に，宗教を背景とした共感意識がある
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ことが関係しているのだろうか。 

筆者らの一人は 2019 年度に，支援の根底を含めた聞き取り調査を担当者に行

った 3 8。対象は障害学生支援を行っている 11 大学図書館（うち，宗教系 5）であ

った。その調査では支援の根底にあるものに関して，宗教系の大学図書館職員の

障害学生に対する共感を伴う発言が印象に残った。 

例えば，「障害学生が自ら主体的に学んで行けるように，卒業後にも，自ら必

要な情報にアクセスできるように，学外の資源も活用しながら，相談先を多く見

つけられるような支援を心がけています」（B 大学），「全てに対して支援するの

ではなく，利用者ができない（足りない）部分を支援（補足）するよう留意して

います。足りない部分を補足するのが支援だと考えているからです」（F 大学），

「本学が受け入れた学生ですので，卒業まで全学で支援することは当初からの約

束でもありました」（D 大学）。このような共感を伴う発言は，英国の大学図書館

の障害学生支援担当からも聞かれた 3 9。 

 

4.2 障害学生支援を推進するうえでの課題 

4.2.1 何を支援してよいのかわからない 

 

 障害学生支援を推進するうえでの課題として，「何を支援してよいのかわから

ない」との答えは，研修の参加が具体的な支援を知る機会となりえるだろうか。 

 英国の大学図書館の場合，障害学生へのサービス利便性を図るため，大学

内外の研修を通して専門性の強化がなされていた。併せて，ネットワーク

の構築にもつながっていた 4 0。 

 今回の調査でも，研修に参加した 129 図書館のうち 96.2％が「研修が役立っ

た」と評価していた。さらに，「役立った」と「研修を通して障害学生に対する

見方や対応方法が変わった」との間に 1％水準で弱い相関がみられた（ｒ

＝.395）。このように，統計面では「研修が役立った」ことが明らかとなった。 

 しかし，一方で，研修の参加が「まったくない」と回答した大学が 143 館

（52.6％）あった。研修に参加しなった理由の第 1 位が「研修に障害学生支援

に関するテーマがあまりない」70 館（49％）であった。なお，障害者サービス

研修の主催者では第 1 位が「所属大学の学内研修」66 館（51.6％），第 2 位が

「国立・公立・私立大学図書館協会の協議会」24 館（18.8％）であった。今後，

主催者にも，障害学生支援を研修テーマとして取り上げることが期待される。 

 

4.2.2 存在が見えにくい障害学生  

 

 1.2 でも述べたが，学生が主体的に学校に支援の申し出をしなければ，「支援

障害学生」として合理的配慮が受けられない状況にある。本研究でも「存在が見

えにくい障害学生」のため，障害学生支援は＜喫緊の事案とされにくい＞ことが

明らかとなった。 

 英国の大学図書館の場合も，障害学生に対する図書館支援は最初から順調に行
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われていたわけではない。当初の大学図書館は，障害学生にとっては入りにくい，

利用しづらいものであったという報告がある 4 1。  

 しかし，英国では「障害者差別禁止法」を受けて，大学の理事会で障害学生の

受け入れ表明の作成が義務づけられた。方針・受け入れ体制・支援内容・将来計

画など，インターネットのサイトを通じて各大学の支援内容を公開する必要が出

てきた。大学図書館のサイトにおいても “disability service”といった障

害学生向けのコーナーが設けられていった 4 2。このように，広報を通して障害学

生の図書館利用を周知してきたのである。 

日本の大学図書館に話題を戻すと，今回の調査では障害学生への広報がなされ

ておらず，1 割以下の実施率であった。しかし，筑波大学附属図書館 4 3，京都大

学附属図書館 4 4，北海道大学附属図書館 4 5，立命館大学附属図書館 4 6など障害学

生へのサービス案内を，web サイトを通じて周知している例もあった。 

積極的な広報の観点で，森嶋は対象のニーズを把握することで，図書館に対す

る認知と支援を獲得することが可能となることを示唆している 4 7。「存在の見え

にくい障害学生」に対しては，広報を工夫して大学図書館から提供できる支援を

周知することが期待される。 

 

５ おわりに 

 

 日本の大学図書館 283 館における障害学生支援についての調査分析により，次

のような現状 5 点と課題 3 点が明らかになった。 

 現状については第１に 「支援の状況」において，学習環境整備と間接支援に

関して，「エレベーターやスロープなど」は 8 割が整備されていた。しかし，他

は 2 割以下の整備状況であった。今後，学習支援体制の充実が期待される。 

 第 2 に「人的支援」に係る項目では，全体的に 4 割以下の実施率であった。具

体的には，個別のニーズに応じた支援（4 割強）が，資料の電子化（１割）を上

回った。また，検索の補助・代行など，通常業務において工夫を行っている館が

約 3 割みられた。 

 第 3 に属性による支援の実施の差では，学習環境整備では教育学部や社会福祉

学部が設置されている大学図書館において，設置されていない大学図書館と比べ

ると，6 項目中 5 項目でより支援が実施されていた。 

 第 4 に人的支援では，宗教系大学図書館が非宗教系大学図書館と比べると，

15 項目中 11 項目でより支援が実施されていた。そして，私立大学図書館，教育

学部や社会福祉学部が設置されている大学図書館，宗教系大学図書館で共通して

より支援が行われていた項目は，通常業務や合理的配慮にあたる支援であった。

これらは図書館職員の意識と工夫があれば実践できるものであった。 

第 5 に「支援の課題」において，「何を支援してよいのかわからない」との意

見が挙がった。しかし，研修の「役立った」と「研修を通して障害学生に対する

見方や対応方法が変わった」との間に 1％水準で弱い相関がみられた。このこと

から，研修の参加は具体的な支援を知る機会の 1 つとなることがいえる。さら
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に，「存在が見えにくい障害学生」に対しては，図書館広報の利用が支援周知の

機会となりえることも示唆された。 

 一方，本研究において残された課題として，3 点が挙げられる。第 1 に統計的

には属性によって支援の差がみられたが，なぜこのような差が見受けられたのか，

その背景については聞き取り調査を通してさらに検討していく必要があると考え

ている。 

 第 2 に，本調査では障害学生の有無については尋ねたが，人数までは回答を求

めなかった。実際に支援を行っている障害学生の実態についても，聞き取り調査

によって詳細を明らかにする予定である。 

 第 3 に「相談・連携」面において，支援に特化した委員会への参加，相談・情

報交換・打ち合わせの頻度，「相談・連携」の利点を明らかにすることで，大学

図書館として独自に行っている支援なのか，大学全体として取り組んでいること

が図書館にも波及しているのか（結果として図書館としての取り組みとなってい

る），についても検討していきたい。 
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資料１分析補助表 

 

カテゴリ―名　＜概念名＞ 総計 主だったヴァリエーション　 ID番号

対応する意思はある 4

・現在の職員数で可能な限り対応することには抵抗はないが、今まで機
会があまりなかったので他館がどうしているのかを知りたく思う(54)
・アンケートを拝読し、今後、本館でも障害学生支援対応を検討するべき
だと感じた（60）
・発達障害は一定数いることが考えられ、今後のこともあるので、意識し
なければと感じた（93）
・現在、障害学生への支援体制はないが、大学より依頼があれば対応
できるようにしたい（272）

54，60，93，272

存在が見えにくい障害学生
＜いない＞
＜少ない＞

34

・障害学生本人からの要請がない（34，93，248）
・実はもっと支援が必要な学生がいるのかもしれないのに、利用者と接
していてあまり見えてこないところがもどかしい（107，204）
・学生来館せず（いない）（27，87，90，111，121，227，262）
・対象学生が少ない（105）

15, 16, 54, 87, 93, 105, 107, 109, 
132, 187, 204, 215, 226, 252, 
254, 272, 276, 34, 248
28，69，122, 155, 188，208，
252，253，277
27，87，90，111，121，227，
262，

情報把握の難しさ
＜学生の申請なし＞
＜他部署からの情報なし＞

11

・障害学生の存在や障害学生が図書館に求めるサービスや支援の把握
の難しさ（167，191）
・全面業務委託のため連絡も報告もないか、少ない状態。何かあれば都
度確認（203）。
・具体的な障害学生の受入れがないと支援を推進するうえでの課題を把
握することができない（226）
・学生支援を直接担当する部署との情報共有がない（236）。
・他部署との情報共有がない（5, 105, 276）

167，　191，203，216，　218，
220，226，236
5, 105, 276

喫緊の事案とされにくい
8

・喫緊の事案がなかった（277）
・需要を感じられない（279）
・利用時の補助などの支援のみ（199）
・施設のバリアフリー化等対応を行っているのみ（276）
・検討にも至っていない状況（199)

199，276、279

その都度の対応 1 ・ニーズがあれば個別に対応（69） 69

マニュアル化のしにくさ 3
・スタッフ間の情報共有、実際の支援にばらつきが出やすい（５５）
・個別で対応（ニーズが異なるため）、マニュアル化しにくい（260）
・対応の判断基準を規定できない（104)

55, 260, 104

少数だから対応可 1
・対象学生が少数のため対応できているがために、全体的に意識が低
い（178）

178

進展しない学習環境・体制づくり 4

・大学図書館だけでの支援構築は困難（64）
・学内の障害学生支援の委員会に図書館が入っていないことは体制とし
て問題があるのではないかと感じた（226）
・専門の担当部署及び職員の必要性を感じる（252）

55，　64，　226，　252

＜マンパワーと予算＞ 2
・対応ケースが少ないため、予算やマンパワーを割り当てるべきか不明
（無駄になる可能性）

116,174

＜正規職員の少なさ＞ 2

・おそらくプライバシー保護の観点から情報が来ても正規職員（1名）にと
どめ置かれ、図書館職員全体で情報共有が出来ないと思われる（105）
・図書館には正規職員がおらず、通常業務も滞っている状態のため、不
本意だが支援を行う余裕がない（109）

105,109

支援は難しい
＜支援したくても余裕がない＞
＜必要性が理解されない＞
＜対応の線引き＞

5

・支援を申し出た学生と、どう見ても配慮が必要だと思われるが申し出
のない学生との対応の線引きはどうしたらよいか、悩む（248）
・おそらくプライバシー保護の観点から情報が来ても正規職員（1名）にと
どめ置かれ、図書館職員全体で情報共有が出来ないと思われる（105）
・図書館には正規職員がおらず、通常業務も滞っている状態のため、不
本意だが支援を行う余裕がない（109）
・以前、障害学生が本学を受験された際、大学としての対応と併せて図
書館サービスについて検討を試みたが、障害の種類や程度、専攻分野
、本人の希望によって必要とされる支援が異なるため、実際の受入がな
い中で図書館の障害学生支援を推進することは難しい（226）
・図書館で支援が必要であることが学内で認識されにくい（218）

105,109,226,248,219

知りたい他大学の情報 6

・他大学での事例、サービスなどの実施状況を網羅的に把握したい
（220，276）
→対応の検討：現在の職員数で可能な限り対応することには抵抗がな
い。他館の事例が知りたい（54，248）
・発達障害は一定数いることが考えられ、今後のこともあるので、意識し
なければと感じた(93)
・今後、検討必要（267）

54, 93,  220, 248、267，
276

881，982，242，253，277
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資料 2大学図書館の障害学生支援に関するアンケート 

  ＊本稿用に再編したため、実際に用いた質問紙の設問番号と異なる。 

 障害学生について 

問 1 最も対応したことがある障害学生の番号を１つ選んでください。 

1. 発達障害   2.病弱・虚弱   3.精神障害   4.視覚障害   5. 聴覚・言語障害 

6. 肢体不自由  7.把握している障害学生はいない 
 

 障害学生支援の体制について 

問 2 障害学生を支援する際の体制について、各項目で当てはまる番号に１つ〇をつけてください。 

(1) 障害学生支援の指針策定 1. 整えていない 2. 検討中 3. 整えている 

 
(2) 障害学生を考慮した資料の電子化などを含めた予算

化 
1. 整えていない 2. 検討中 3. 整えている 

 

(3) 障害学生支援全般の業務マニュアルの作成 1. 整えていない 2. 検討中 3. 整えている 
 

(4) 資料の電子化のみのマニュアル作成 1. 整えていない 2. 検討中 3. 整えている 

 

(5) サイトやパンフレットなど障害学生支援の広報    1. 整えていない 2. 検討中 3. 整えている 

 

問 3 図書館における障害学生支援の環境整備について、各項目で当てはまる番号に１つ○をつけてください。 

(1) エレベーター・スロープなどの図書館内の整備 1. 整えていない 2. 検討中 3. 整えている 
 

(2) 拡大読書器の設置 1. 整えていない 2. 検討中 3. 整えている 
 

(3) 音声読書器の設置 1. 整えていない 2. 検討中 3. 整えている 
 

(4) 読みあげソフトなどがインストールされた 

PC の設置または館内貸出 
1. 整えていない 2. 検討中 3. 整えている 

 

(5) リーディングトラッカーなど補助具の館内貸出 1. 整えていない 2. 検討中 3. 整えている 
 

(6) 上記(2)～(5)などが設置されている学習室の設置 1. 整えていない 2. 検討中 3. 整えている 

 支援の状況について 

問 4 図書館における障害学生を対象とした障害学生支援の状況について、各項目で当てはまる番号に１つ〇をつけてく

ださい。 

(1) 障害学生のための資料の取り置き 

1.行っていない  2．ごくわずかに行っている  3．多少行っている  4．かなり行っている 
 
  (2) アクセシブルな資料（点字資料・DAISY 資料など）の借受・収集 

1.行っていない  2．ごくわずかに行っている  3．多少行っている  4．かなり行っている 

 
  (3) 内容理解を目的としたマンガや写真・図解が多い資料の選択・収集 

1.行っていない  2．ごくわずかに行っている  3．多少行っている  4．かなり行っている 

 
  (4) 著作権法 37 条第 3 項に基づく資料の電子化 

1.行っていない  2．ごくわずかに行っている  3．多少行っている  4．かなり行っている 

 
  (5) 障害学生向けに図書館利用のオリエンテーションや講習会の企画・実施 

1.行っていない  2．ごくわずかに行っている  3．多少行っている  4．かなり行っている 

 
  (6) 学生全員を対象とした図書館利用のオリエンテーションや講習会では、障害学生向けに事前資料作成・配布 

 

1.行っていない  2．ごくわずかに行っている  3．多少行っている  4．かなり行っている 
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  (7) 対面朗読の実施 

1.行っていない  2．ごくわずかに行っている  3．多少行っている  4．かなり行っている 

 
  (8) 複写の補助・代行 

1.行っていない  2．ごくわずかに行っている  3．多少行っている  4．かなり行っている 

 
  (9) 検索の補助・代行 

1.行っていない  2．ごくわずかに行っている  3．多少行っている  4．かなり行っている 

 
  (10) 障害特性に配慮したレファレンス (例：該当資料の相談に乗るほか類縁資料の紹介) 

1.行っていない  2．ごくわずかに行っている  3．多少行っている  4．かなり行っている 

 
  (11) 教職員・障害学生に機器の使い方の提示 

1.行っていない  2．ごくわずかに行っている  3．多少行っている  4．かなり行っている 

 
  (12) 筆談・手話対応 

1.行っていない  2．ごくわずかに行っている  3．多少行っている  4．かなり行っている 

 
  (13) 郵送貸出 

1.行っていない  2．ごくわずかに行っている  3．多少行っている  4．かなり行っている 

 
  (14) 障害学生向けの学習支援に関するワークショップの企画・実施 

1.行っていない  2．ごくわずかに行っている  3．多少行っている  4．かなり行っている 

 
  (15) 個別のニーズに応じた対応 

1.行っていない  2．ごくわずかに行っている  3．多少行っている  4．かなり行っている 

 
  (16) 上記の「(15)個別のニーズに応じた対応」について、具体例があれば、教えてください。 

 

問 5 障害学生支援を推進するうえでの課題について、以下の項目がどの程度関連しているか、各項目で当てはまる番号

に１つ〇をつけてください。 

(1) 大学図書館の予算の減少 

1.まったくあてはまらない 2．あまりあてはまらない 3．多少あてはまる 4．かなりあてはまる 
 
  (2) 担当者（あるいは、担当部署）以外の図書館職員の障害学生支援に対する関心の低さ 

1.まったくあてはまらない 2．あまりあてはまらない 3．多少あてはまる 4．かなりあてはまる 

 
  (3) 図書館以外の部署との連携の弱さ 

1.まったくあてはまらない 2．あまりあてはまらない 3．多少あてはまる 4．かなりあてはまる 

 
  (4) 大学図書館の職員数の減少 

1.まったくあてはまらない 2．あまりあてはまらない 3．多少あてはまる 4．かなりあてはまる 

 
  (5) 3～5 年周期の職員の移動 

1.まったくあてはまらない 2．あまりあてはまらない 3．多少あてはまる 4．かなりあてはまる 

 
  (6) 障害学生支援のみならず、他の業務も兼任 

1.まったくあてはまらない 2．あまりあてはまらない 3．多少あてはまる 4．かなりあてはまる 

 
  (7) 何を支援してよいのか分からない 

1.まったくあてはまらない 2．あまりあてはまらない 3．多少あてはまる 4．かなりあてはまる 
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(8) 上記の(1)から(7)以外にも、問題事例があれば、教えてください。 

 

 障害学生支援に関する研修について 

問 6 学内外を問わず参加する研修の頻度について当てはまる番号に１つ○をつけてください。 

1. まったくない   2. 2～3 年に 1 回    3. 1 年に 1 回     4. 1 年に 2 回以上 

 

問 7 問 6 で回答番号 1 を選んだ方へ（その他の番号を選んだ方は問 8 へお進みください） 

研修への参加がない理由について主に当てはまる番号に１つ〇をつけてください。 

1. 業務が忙しく研修に参加する時間を作れない 

2. 職員数が少なく職場を離れることができないため 

3. 正規職員ではないため 

4. 研修に障害学生支援に関するテーマがあまりない 

5. 研修を受講するという発想がなかった 

6．その他(                                                                  ) 

 

問 8 問 6 で回答番号 2、3、4 を選んだ方へ（問 6 で回答番号 1 を選んだ方は、問 10『回答者の所属組織に関する属性に

ついて』へお進みください） 

(1) 参加した障害者サービス研修の主催者について 2 つ以内で○をつけてください。 

1. 国立国会図書館     2. 日本図書館協会    3. 国立・公立・私立大学図書館協会の協議

会   

4. 大学図書館問題研究会  5. 所属大学の学内研修  6. その他(                    ) 
 

(2) 受講したことがある研修内容について当てはまる番号を 2 つ以内で○をつけてください。 

1. 障害学生への対応の仕方               2. 読書バリアフリー法などに関する具体的な情報  

3. 発達障害など障害に関する知識全般     4. インクルージョンに関する知識全般 

5. 資料の電子化の作業手順               6. 他大学の実践報告  

7. その他（                 ） 

 

問 9  研修の評価について各項目で当てはまる番号に１つ○をつけてください。 

(1) 受講した研修は、役に立った 

1．まったくあてはまらない 2．あまりあてはまらない 3．多少あてはまる 4．かなりあてはまる 

 
(2) 研修を通して、障害学生に対する見方や対応方法が変わった 

1．まったくあてはまらない 2．あまりあてはまらない 3．多少あてはまる 4．かなりあてはまる 

 
(3) 上記(2)の具体例があれば、教えてください。 

 

 

 回答者の所属組織に関する属性について 
 
問 10 回答者が所属する大学について各項目で当てはまる番号に１つ〇をつけてください。 

(1) 大学の形態 1．国立    2．公立     3．私立 
 

(2) 教育系あるいは、社会福祉系の学部がある 1．はい    2．いいえ 

 

(3) 宗教系の大学である 1．はい    2．いいえ 

 
 

問 11 障害学生支援に関するご意見があれば、お聞かせください。 


